
シンポジウム報告:

ポスト近代国家と「新しい市民権J
一非「択一J.自己決定権・マルティカノレチュラリズムー

鄭瑛恵

(1 ) 非「択一Jとしての「自己(セルフ)J受容

f在日韓国朝鮮人jという“肩書"を与えられた私は、日本社会への「河化j

を長い間拒否して「民族的アイデンティティ jを確立しようと試みてきた。そ

れは、強いられた「向化Jが文化的帝国主義、 「民族J抹殺政策の名残と考え

られていたからだった。しかし、 「民族的アイデンティティ」の強調で一体何

が解決しただろうか。むしろ、ナショナリズム=r他者jへの排斥に焔るだけ

ではないだろうか。 r同化J反対と唱えながらも、日本に生まれ日本に育った

がゆえ、事実として既に「同化」してしまった「私Jを、一体いかにして受容

しうるだろうか。 r民放的アイデンティティ」に突き当たる度、私はいつも自

問自答を繰り返してきた。

日本では「在日韓国朝鮮人Jと呼ばれ、韓国では「日本人」と呼ばれる存在。

他者が私に向ける「まなざしJの揺れが激しく、社会と私との「合意j上に成

立するはずのアイデンティティは、 「実橡jを結ばない。 r本当の私Jなど、

どこを探しでもあるわけない。異なる状況問を移動することで、アイデンティ

ティはいつも未遂に終わる O では、 「井の中の蛙J状態で定住すれば、何らか

のアイデンティティが確立できただろうか。否、そもそもそれは初めから不可

能だったのだO 家庭内は朝鮮社会、一歩外へ出ると日本社会。日常的に異文化

を往来して暮らす二・三世にとって、 「定住jはありえない。状況問を往来す

る“渡り鳥"としての「ボーダレス・アイデンティティ Jを受け入れるしかな

い。定住。存在・本質ではなく、漂泊・生成・実存においてのみ、 f私jがあ

りうる。
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「自己(セルフ)Jをひとつの場として、錯綜し混成する複合的エスニシテ

ィo そこでは、一貫性を欠き、異質なる「部分Jが混沌と併存しあう o 実存と

しての「私Jに必要なのは、アイデンティティではない。この「自己(セルフ)J 

の受容こそが必要なのであるo

アイデンティティを獲得する過程で、混沌とした f自己Jは統合を計られ、

その内部に「中心一周辺」構造がひかれる。次第に「周辺」が海汰されていく o

アイデンティティを獲得するとは、 f自己」の一部を切捨てることに他ならな

い。アイデンティティ・近代的自我・ナショナリズムなどといった「択一jは、

近代がもたらした f箆jだったのであるo マジョリティからの同化圧力、文化

的帝国主義に対抗するために、 「民族的アイデンティティ jを強調するとした

ら、まんまと近代の「箆jにはまったことになるo r民族的アイデンティティ j

は対抗同一性としての機能を果たすのみで、そこには最も重要な“自己決定

性"が脱落しているo 開化圧力に屈せず、しかも近代の f毘jに陥らないため

には、エスニック・アイデンティティを強調するより、むしろ「自己」をその

ままに受容すること、非 f択-Jしかない。(r自己jに着Eすると、理念裂

もしくは幻想としての「偲jという概念に短絡してしまいがちだが、 f自己」

とはIn-dependentでなくInter-dependentなものであるo ) 

(2) エスニシティと自己決定

1989年、フランスの移民労働者二世にある事件が起こったo パリ郊外の中

学校に、マグレブ少女がイスラム教徒のスカーブ(ヒジェプ)を被って登校し、

スカーフをとるようにとの学校側の説得に応じなかったため、授業への出席を

禁止されたというのだ。学校および国民教育省は公的な理由として、 f非宗教

性jの原則をあげ f公平jを装っているが、イスラム原理主義の影響に神経を

尖らせ、マイノリティ文化に対し排外的な態度をとったのは明らかだったo 早

速、マグレプ青年たちの組織は学校側に信仰(文化)の自由を求めて抗議したo

ところが、移民たちの中にも学校側と異なる理由で fスカーフ」着用に反対す
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る人々がいたo 移民女性の地位向上を望む第二世代の女性たちだo iスカーフ

は、進歩に逆行する蒙昧主義だ。自分は女性であるだけに、少女たちが支払わ

ねばならない代償がわかる。私たち第二世代は、自分たちの母親たちのそれと

は異なる選択をしたo それは彼女たちの選択ほど容易なものではなかったが。

私たちは非宗教的学校でずっとやってきて、そこで自由と知を学んだのだ。多

くのモスリム家族においては、いま知ることが何よりも重要だJと、彼女たち

は主張する uho 

マイノリティである自分たちの文化を笠笠立とすること、ここでいえば国家

(マジョリティ)に対するマグレプ青年組織の抗議が、まさにエスニシティで

あり、エスニック・アイデンティティの呉現であるo では、同化圧力にさらさ

れながらも文化をつくりかえようとする、移民第二世代の女性の選択は何だろ

うか。これはエスニシティとは異なる“自己決定"であり、これこそが「自己j

受容なのであるo

他者によって文化を剥奪されるのも、他者の圧力に抗して文化を死守するの

も、実は表義一体にすぎない。文化をつくりかえることができない、そのこと

がもはや文化が自らのものではなくなったことを端的に物語っているo 同化圧

力に対抗する理由が差別(=レイシズム)を許さないことにあるなら、同じく

差別(=セクシズム)を許さないために、文化をっくりかえる必要があるo と

ころが、セクシズムの解消は常にレイシズム解消の後図しにされてきたo エス

ニシティによりヱスニック・グループ内は統合されるが、それはグループ内の

中心一周辺構造を強化することでもあり、文化の死守という大義名分によって、

エスニック・グループ内のセクシズムは却って強化されてしまう。エスニシテ

ィはマイノリティ男性に「解放jという均想を与えるが、マイノリティ女性に

対してはさらなる抑圧でしかない場合が多い。

また、エスニシティとは、力関係さえ逆転すれば、いとも簡単に新・ナショ

ナリズムに転化しうるo 従来のナショナリズムは、国家統合のために近代国家

がヱスニシティを抑圧してきたものを指すのに対し、新・ナショナリズムとは、

多民族で構成される近代国家をエスニシティが分割~/合併させ民族国家化させ

ようとする動きを指す。ヱスニシティは近代国家を揺るがすが、あくまでも

「近代jであって「ポスト近代」ではない。近代国家であれエスニシティであ
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れ、ナショナリズムであれ新・ナショナリズムであれ、ポりテイカル・アイデ

ンティティは f択一j論理で成り立っているo 今求められているのは、 「択一j

論理を超えた自己決定権をいかに具現化できるかという関いへの答えなのであ

るo

(3) 近代霞家の矛扇

80年代以降、近代留家はエスニシティによって激しく突き上げられてきた。

東西冷戦に代わり、いまや民族と国家の衝突、そして民族と民族の紛争が人類

に最大の危機をもたらしているo しかし、それらを調停するために国家主義が

台頭しでも、反対に民族主義が台頭しても、いずれにせよ「出口なし」である

ことにかわりはない。市民社会を目指して誕生したはずの近代国家は、なぜこ

のようなディレンマに焔ってしまったのであろうか。

そもそも近代国家とは、封建領主・君主ではなく民衆が主権者となって構成

される富民国家・法治国家を理想として構築された。放っておけば民族紛争や

宗教戦争がとめどもなく繰り広げられる状況にあって、国家最強論をうちだし

たホップスは「入院が自分の生命や自由を守るために、自分たちの力を合わせ

て(同意・契約)設立した共通権力〔コモン・パワー〕をもっ政治共需体口国

家〔コモン・ウェルス〕が、国王・議会・教会・ギルドなど他の政治・社会権

力よりも上位あるいは優越的地位にあることJで、全構成員の意思を反映し万

人の利益を確保した上で平和を確立しうると信じた同}。しかし、そこにはあ

る誤算があったために、近代国家によっても民族紛争は終結することなく矯り

続け再燃するに至ってしまった。

近代国家が国民国家原理をとる以上、主権者は他ならぬ国民(内閣人)であ

り、それは一方で国民以外の者(外国人)の権利が侵害されることを意味して

いる。ところが現在、政治的・経済的な理由により自国を離れて暮らす人々は

1億人になり、これは世界上の全人口のなんと 2%にも上るo ヨーロッパや

中東に限らず、この地球上には、歴史の不運、運命のいたずら、外交の不正義、
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食欲な征服のせいで、自前の国家をもたずに他人の国家の枠内に入ってしまっ

た「民族jも少なくない。言うならば、かれらは、 f国民jになれなかった

「民族jなのである"と山内昌之が述べているように、彼らは居住留において

「定住外国人jと呼ばれ、そこでの国民と同等の権利を有することができずに

いる印〉。つまり、留籍の壁によって権利を認められず、差別や抑圧を受けて

いる人々がこの地球上に少なくとも 2%は存在しているのであるo こんなにも

多くの人々が圏墳を超えて往来し、彼らが居住地において f無権利j状態とな

るのを予測できなかったこと一一それが近代盟家の大きな誤算であるo

また、近代国家の欺縞は、国家主権擁護のために、留籍(=どこの間家に所

属しているかという外交上の記号〕に基づいて市民権(=居住地における市民

としての権利)を付与したことにある。市民権を得るためには国民であること

を条件とし、国民であるとは国家に排他的な忠誠を審う者と定義したことに、

人権尊重をうたったはずの近代国家の矛盾があり、それゆえ普遍的な市民権の

確立は失敗に終わった C.l。たとえ普遍的な市民権を確立しえたとしても、そ

れを以て全ての民族紛争を終結させることは困難だが、まずは全ての人々に権

利が関かれること、機会均等を保障することは民族紛争解決のために最低限必

要なことであるo ポスト f近代国家jの構成原理は、プルベイカーが提起する

ような「排他的な所属(=国籍)を条件としない市民権J(full membersbip 

of也es包tewi也outmembersbip of出enation )、もしくは「忠誠心を要求しな

い市民権J(desacra1ization of s包むemembe四bip)に基づいたものとなるだろ

うo それは、国籍と市民権の一体化を打ち破ることであるo 定住外国人や多重

国籍者に対し、国籍ではなく居住性に基づいて市民権を付与することであるo

(の 国籍と市民権は不可分か?

では、国籍と市民権の一体化を打ち破るとは、いかにして可能となるだろう

か。国籍と市民権が分離した場合、国家に代わって市民権を保障する主体は何

になるのだろうか。おそらくそれが近代国家終駕の後に構築される「国家」と
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なるであろう o いや、もうそれを「国家jと呼ぶのは相応しくかもしれない。

個人と社会の間にかわされる「新しい社会契約J0 r外部jも「自己時一性j

をも必要としないあり方。それを模索するために、国籍と市民権の概念を再検

討するところから始めよう o

まず、市民権と表裏一体をなす義務としての兵役と国籍とが本当に不可分で

あるかどうか考えてみたい。

アメリカの場合、現在徴兵制を廃止して志願制をとっているが、徴兵制復活

に備え、徴兵登録制度だけは未だに継続させているo その徴兵登録制度とは、

対象者を r18才'"'"26才の米国籍者と、米国在住の永住権を持つ外国人など全

ての男性」と規定しており、登録義務を怠ると 25万ドルの罰金か 5年の禁菌

剤が科せられる (6)。定住外国人で、しかも f不法」滞在者であろうと、徴兵

登録義務から免除されないということだo これには、裏の意味がある。例え、

「不法J滞在者であろうと、兵役という住民としての義務を果たせば市民権を

与えようということなのだ。

その逆のケースとして韓国の場合、兵役はあるが日本など外国の永住権者に

は兵役義務を免除する(韓国兵役法二四条二項)といわれているo 国民であっ

ても住民でない場合には、実際上、兵役義務は諜せられない。つまり、アメリ

カと韓国の例を見てもわかるように、兵役と国籍とは不可分なのではない。む

しろ兵役とは、国籍より、<居住の事実>により大きく規定される住民として

金益重なのである。

ドイツの場合も、徴兵器5はあるが、国外在住ドイツ人には一定の条件の下で

兵役を免除することがあるo そればかりか、ドイツは出生による多重国籍を認

めているので、他国の兵役に就く多重国籍保有のドイツ人には、他国での兵役

をドイツの兵役に換算する制度まであるのだ (6)。ドイツでは、公務就任権を

もっ条件として国家への忠誠心を上げているが、このドイツでいう国家への忠

誠心とは、軍事的な意味ではなく、主権在民国家の骨格、憲法への忠誠を意味

しているo それゆえ、多重国籍者であることと国家への忠誠とが矛盾しないと

いうわけだo

一方、日本は多重留籍保有を承認しようとしない。出生により多重国籍者と

なっても、 85年に改「正jされた国籍法の国籍選択制度により、ひとつだけ
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を選択するよう求められる。 r国籍唯一の原郎Jがさも絶対普遍であるかのよ

うな国籍神話が、日本では支配的であるからだ。日本でいう爵家への忠誠心と

は、その憲法に「戦争放棄Jをうたっていながら、 「国家存亡の際、銃をとる

こと J(1)と定義されている。忠誠心が相変わらず軍事的な意味で使われてお

り、戦前の「闇体への忠誠jが名残をとどめているようだ。そして「菌家に対

する忠誠心に欠けるjことを理出に、 「公権力の行使と公の意思形成に外国人

が就くことは不適切である j 山として、定住外国人の参政権・公務就任権

(一部地方自治体レベルでは認めている)をともに認めていな ~\o こうして定

住外関人を排除することを通じて、自本では兵役と国籍が不可分なものと箇く

信じられており、国籍を条件とする市民権が当然観されてきた。

しかし、 「国籍唯一の原財」なるものは存在しえないとして永田誠は次のよ

うに述べているo

そもそも、国籍立法における霞際法上の原知は、 A国の国籍立法

はA国の国籍の取得・変更・喪失をきめることができるだけで B留

のそれについては定めることができない、という原則が唯一無二のも

のであり、それ以外の原則は存在しないのであるo 国籍立法の唯一の

原則は、つまり、主権尊重の原則なのである。{自}

つまり、どの個人に国籍を与えるかという決定は国家の主権の問題であり、

自国が国籍を与えた個人に他国も国籍を与えようとすることをどの国家も妨げ

ることはできない、何故ならそれが主権侵害に当たるからだと言うのである o

こうして多重国籍は不可避的に発生する o

しかし、近代国家としての統合を強化したい日本は、どうしても「国籍唯一

の原則J神話をうちたてる必要があった。もともと多様であった人々に対し、

戸籍制度によって天皇の赤子という「血統J幻想を与え、虚構の「民族」日本

人が外国人排斥を通じ「外部jの補集合としてつくられた。排他的な忠誠を誓

う者にのみ見返りとして国籍一市民権を与えるという大日本帝国憲法下の国籍

概念は、一方でまつろわぬ者を「非国民」として権利を奪ってきた。そして日

本国憲法下にかわった現在でも、それは未だ生きているo 戸籍一国籍一市民権

を強固な一枚岩として維持し、それによって単一民族国家であるかのような虚

。。
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橡をつくり出し、巧みに近代国家としての統合を計ってきた日本。日本は明治

以降ドイツに国家モデルを学んだが、国家統合の方法は多分に日本独自のもの

である。

では次に、参政権と国籍について考えてみたい。従来、国籍と参政権も不可

分と見られてきたが、北欧を中心とするいくつかの箇々では、定住外留人に地

方参政権(国民としてでなく住民としての権利)を与えるに至っている o EC 

のユーロ・ナショナリズムを強調するために、各国家構成員というアイデンテ

ィティよりヨーロッパ地域住民というアイデンティティを優先させ、 EC内出

身者であれば定住外国人にも国民間等の権利を認める動きが見られるo 日本で

も定住外国人の参政権を要求する動きが活発化しているo

永田誠は、参政権と国籍について次のようにも述べているo

国籍と参政権、社会保障とは必ずしも結びつかな t¥o そもそも国籍

にいかなる権利を結びつけるかは、各国の国内立法によるものであっ

て、国籍そのものは、これらの各偲の権利・義務からは独立した抽象

的な性格を有するものなのである。国籍にとっては、参政権も兵役の

義務も重要な要素ではないのである。

次に、特定の国が自国民に参政権を与えているとしても、その大部

分は憲法上の抽象的な権利であり、具体的な参政権一一例えば選挙権

一ーの行使には居住用件が規定されているのが通常であるから、霊園

籍を有するからとといって、その所属各国の参政権を常に行使できる

わけではなし」また、社会保障の利益も、国籍を有しているという事

実にではなく、居住しているとか納税しているとかの事実に与えられ

る方がむしろ通常であるから、ある外国籍を有する日本国民の方が、

日本思籍のみを有する日本国民より以上の利益を享受するということ

は通常あり得ないことであるo {10} 

確かに、身近なところで在日韓人の例を見れば明らかだが、在日韓国人は憲

法上「大韓民国」の国民として参政権を有するが、く居住の事実>がないため

住民登録がなく、選挙人名簿にも搭載されないため実際には参政権を行使する

ことができない。海外に居住する日本国民も、選挙人名簿には搭載されている
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ものの、海外にいながらにして投票する方法がないため、参政権を行使するこ

とが実際には密難となっている。

つまり、参政権もまた兵役同様、国籍より<居住の事実>により大きく規定

されるものなのであるo 国籍と市民権の一体化を打ち破るまでもなく、現状に

おいても潜在的には国籍と市民権とは互いに独立した概念であるo 国籍とは、

ある借入に対しどの麗家が主権を行使しうるかという一種の「熔印」であり、

関家が主権の名のもとに人々を領土や資源と並んで「領民j扱いできた時代の

名残なのであるo 国籍とは個人よりむしろ国家主権にとって必要な概念であっ

たo それに対し市民権とは、く居住の事実>に基づき権利と義務を表裏一体と

して社会と億人が結ぶ、単なる契約であるo そして、事実上の社会構成員とは、

国民であるより、定住外国人を含めた国内に居住する盆塁なのである。ポスト

近代国家の社会が必要としているのは、世界人権規約が求めるような内外人平

等原則に基づいた「新しい市民権jであるo そうした時代に、もはや国籍とい

う概念は必要なL、。

(5) ポスト近代国家と f新しい市民権j

では、ポスト近代国家に向けて、具体的に国籍と市民権の分離はいかにして

可能になるだろうか。まず、先述したように、定住外国人に市民権を与えると

いう方法が考えられる。しかし、既に挫折しているとはいえ未だ存在している

近代国家が、それこそ主権をかけて抵抗してくるのは自にみえている。自国民

に他国民が市民権を認めることは、国家主権の根幹が揺るがされるからだo で

は、近代国家サイドからの反動をできる限り引き起こさないかたちで、盟鐘j二

市民権の分離を行う方法はないだろうか。ある。それは多重国籍者の増加とい

う方法である。

これも先述したように、皮肉にも互いの国家主権を尊重するがゆえに、近代

国家は多重国籍者という存在を事実上否定することができない。しかも、多重

国籍者とはかかる関家主権が重複する存在であるがゆえに、他国の主権を無視
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して一国が自国の主権を個人に対し行使することが無理であるo そこで、く居

住の事実>がともなった国籍、 f実効的国籍J(Effective Nationali守)という

概念が生じるo つまり、身体を引き裂くことができない以上、複数の闇籍を保

有していたとしても居住しているのは同時では一国にすぎない。ゆえに、その

居住簡が他国に優越して個人に主権を行使しうるという考え方であるo そこに

は国家・国籍概念が未だ健在であるとはいえ、偲人が居住地選択を通して、複

数の国家主権の中から一つを選択することが可能となる。これは、実質上、国

籍選択を居住地選択のレベルまで下ろすことで、個人の裁量を拡大することを

意味する。ということは、これによって多重国籍「外国人J労働者が「国境線J

を超えて自由に往来する可能性が出てくるわけで、結果的にはゲリラ的に近代

国家を内側からくい破ることになるはずだ。こうして、偲人主権に対する国家

主権の絶対性をひとつひとつつき崩していくことは可能であるo そしてそれは、

いずれ菌籍・国家概念の消滅にまで至るであろう o

ここで現実的なモデルとして考えられるのは、地方自治制度とマルティ・カ

ノレチュラリズム、そして「新しい市民権jの組合せであろう o マルティ・カル

チュラリズムとは、少数民族・女性・障害者・子どもといったマイノリティの

市民権を尊重するためにうちたてられた「脱一中心」の社会政策で、 f中心一

周辺J構造・「同化ー排除」メカニズムを強化するナショナリズムとは異なる

社会統合の方法だ {11}o 障害者問題で提起された fノーマライゼイションJと

河様、 「異質なるわれわれ」という概念を提起する。それは「われわれ」とい

う社会のメンバーシッブを得るために、同化を条件としない方法である。 r内
部としてのわれわれjに同震性が必要とされない以上、内外を分けるための

「異質としての外部Jも必要とされない。画一化されない「われJのままに、

非「択-Jに基いた自己決定権の確立ーーその可能性を具体化することによっ

てのみ、人類は「近代jを超えられるのではないだろうかはUo

。。
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〈邸内閣法鎚局は 1953年に「公権力の行使または、国家意思形成への参画にたずさわ

る公務員となるためには、日本菌籍を必要とするJという見解を出し、今に歪って

いる。(のちに「富家意思」を f公の意思jに訂正したという)

(的永田 誠 1986 r いわゆる f国籍唯一の原則』は存在するかJr日本法学j第 51
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(11)マルティ・カルチュラリズムも国家主義に陥る危険性があり問題はあるが、ここで

はそノ・カルチュラリズムと比較してより望ましいということを述べるのみで、そ

の問題点については詳しく述べない。

(12)本稿では、筑波社会学会第5回大会シンポジウムで取り上げられた「複合的アイデ

ンティティ」という概念を採用しなかった。代わって、 “非「択一Jとしての自己

(セルフ)..という概念を用いた。それに関しては次を参照されたい。

上野千鶴子×鄭膜恵 1993.8. 対談「外国人問題とは何かJ. r現代思想 j

voL21ーω，背土社.
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